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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近位末端部分及び遠位末端部分を有するカテーテル、
　前記カテーテルの前記近位末端部分に配置された、内面及び外面を有するステント、
　ステント部材の周囲に配置されたグラフト部材、
　前記カテーテルに回転可能に取り付けられた捩れ部材、及び、
　前記捩れ部材に連結された、前記ステント及び前記グラフト部材の周囲に延びる移動可
能な要素であって、前記カテーテルに対する前記捩れ部材の回転に応じた前記移動可能な
要素の引き込み又は開放によって前記ステント及び前記グラフト部材の圧縮又は膨張を可
能とする前記移動可能な要素、
を含む装置。
【請求項２】
　前記ステントの少なくとも一部に配置された、近位末端部分及び遠位末端部分を有する
チューブをさらに含み、前記捩れ部材の少なくとも一部がチューブの一部の中に延在して
いる、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記チューブの遠位末端部分は前記カテーテルの遠位末端部分に配置されたハブまで延
在している、請求項２記載の装置。
【請求項４】
　前記移動可能な要素はフィラメントを含む、請求項１記載の装置。
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【請求項５】
　前記フィラメントはワイヤーを含む、請求項４記載の装置。
【請求項６】
　前記フィラメントはポリマーを含む、請求項４記載の装置。
【請求項７】
　前記ポリマーはフルオロポリマーを含む、請求項６記載の装置。
【請求項８】
　前記フルオロポリマーはポリテトラフルオロエチレンを含む、請求項７記載の装置。
【請求項９】
　前記ポリテトラフルオロエチレンは延伸ポリテトラフルオロエチレンを含む、請求項８
記載の装置。
【請求項１０】
　前記フィラメントは前記グラフト部材の周囲を包囲して配置されており、そして前記ス
テントの隣接波形体の間に通されている、請求項４記載の装置。
【請求項１１】
　チューブ状グラフト部材は前記ステントの内側部分に配置されている、請求項１記載の
装置。
【請求項１２】
　前記チューブは前記ステントの内側部分に配置されている、請求項２記載の装置。
【請求項１３】
　前記移動可能な要素が、前記ステント及び前記グラフト部材の近位部分を包囲する可と
う性拘束スリーブである、請求項１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は２００８年６月４日に出願した米国仮出願第６１／０５８，７７０号の優先権
を主張する。
【０００２】
発明の背景
発明の分野
　本発明は、一般に、身体通路内に保留されるデバイスに関し、１つの特定の用途におい
て、動脈拡張症、たとえば、動脈瘤を修復するのに使用される脈管デバイスに関する。よ
り詳細には、本発明は、展開の際に調節でき、そのため、デバイスを長手方向又は半径方
向の少なくともいずれかの方向で再配置することができるデバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
関連技術の議論
　本発明は、一般に、腹部大動脈中の二股ステントグラフトの展開に関して議論されるが
、それに限定されず、他の身体管腔中のデバイス展開に応用できる。ステントグラフトを
腔内法又は血管内法により輸送する際に、脈管構造内におけるデバイスの正確な位置を知
ることは重要である。この正確な位置を制御することは、分岐血管に近接して又は大動脈
壁の弱くなった部分に隣接してデバイスを展開しようとする際には特に重要である。大動
脈瘤を修復するために使用される典型的なステントグラフトはステントグラフトの長手方
向の移動を制限することを目的とする近位（心臓に最も近いステントグラフトの部位）係
留装置を含む。しばしば、この係留装置は分岐血管の閉塞を避け又は大動脈壁の不全及び
損傷部位内の配置をさけるために、正確に配置されなければならない。
【０００４】
　このようなステントグラフトのための改良された輸送装置はステントグラフト及び係留
装置の正確な長手方向及び回転方向の配置を可能にするための手段を含むであろう。ステ
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ントグラフト及び係留装置の正確な位置はデバイスの完全な展開の前に調節されそして視
覚化されるであろう。理想的には、輸送装置は、もし事前展開位置が望ましくなければデ
バイスの再配置を可能にするであろう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
発明の要旨
　本発明は、関連技術の制約及び欠点による問題点の１つ以上を実質的に取り除く制御展
開可能な医療デバイス及びその製造方法に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態は、近位末端部分及び遠位末端部分を有するカテーテルを含む装置を
提供する。カテーテルの遠位末端部分にはハブが配置されていることができる。ステント
部材はカテーテルの近位末端部分に配置されており、そのステント部材は内面及び外面を
有する。ステントは任意の適当な様式で構成されてよい。本発明の実施形態において、ス
テントは複数のターンの波形要素から構成される。このようなステント部材は実質的に同
位相の波形を有することができる。グラフト部材はステント部材の周囲に配置されうる。
さらに、ある要素が、捩れ部材に連結されていてよく、その捩れ部材は要素の一部分を引
き込み、ステントの少なくとも一部を半径方向に圧縮することができる。
【０００７】
　別の実施形態において、本発明は実質的に上記に記載されるとおりの装置であって、実
質的にチューブ形状のステント部材の少なくとも一部に配置された、近位末端部分及び遠
位末端部分を有するチューブをさらに含み、捩れ部材の少なくとも一部がチューブの一部
の中に延在している、装置を提供する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
図面の簡単な説明
　添付の図面は本発明のさらなる理解を提供しそして本発明の特定の態様を例示するため
に含まれる。図面中、
【図１Ａ】図１Ａは外部捩れ部材を有する本発明の態様に係る医療装置である。
【図１Ｂ】図１Ｂは本発明の態様に係る図１Ａの医療装置の拡大簡易図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは内部捩れ部材を有する本発明の態様に係る医療装置である。
【図２Ａ－２Ｂ】図２Ａ及び２Ｂは捩れ部材に連結された可とう性ストラップを有する、
本発明の態様に係る医療装置である。
【図３Ａ】リップコードを有する可とう性スリーブに連結された外部捩れ部材を有する、
本発明の態様に係る医療装置である。
【図３Ｂ】分割ラインを有する可とう性拘束スリーブに連結された内部捩れ部材を有する
、本発明の態様に係る医療装置である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
例示の実施形態の詳細な説明
　本発明は、一般に、身体通路内に保留されうるデバイスを含む新規の医療装置に関し、
１つの特定の用途において、脈管デバイスに関する。より詳細には、本発明は、展開の際
に調節でき、そのため、デバイスを長手方向又は半径方向の少なくともいずれかの方向で
再配置することができるデバイスに関する。本明細書で使用される際に、用語「遠位」と
は、心臓から最も遠い位置を意味し、一方、用語「近位」とは心臓に最も近い位置を意味
する。
【００１０】
　１つの実施形態において、医療装置は近位末端部分及び遠位末端部分を有するカテーテ
ルを含む。カテーテルアセンブリーの遠位末端部分には、場合により、ハブが配置されて
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いることができる。ステントはカテーテルの近位末端部分に配置されている。グラフト部
材はステントの少なくとも一部の周囲に配置されうる。ステントは自己膨張型、バルーン
膨張型、又は、自己膨張型とバルーン膨張型との組み合わせであることができる。
【００１１】
　幾つかの実施形態において、ステントは患者の人体の部分の内部に医療装置を固定する
ために使用されうる。ステントは好ましくは可とう性かつ強い材料から製造されうる。ス
テントは、分解性で生体吸収性（bioabsorable）である材料、生体消費性（biodigestibl
e）材料、ポリマー材料、金属材料及びそれらの組み合わせから形成されうる。さらに、
これらの材料は、たとえば、ポリマー材料などの他の材料で補強され及び／又はコーティ
ングされていてよい。コーティングは、ｅＰＴＦＥなどの熱可塑性樹脂コーティングなど
、消化管の酸性又は塩基性効果を低減させるように選択されてよい。
【００１２】
　より詳細には、ステントは、たとえば、Martinらに付与された米国特許第６，０４２，
６０５号明細書、Martinらに付与された米国特許第６，３６１，６３７号明細書及びMart
inらに付与された米国特許第６，５２０，９８６号明細書に一般に開示されているとおり
の方法及び材料によって製造されうる。たとえば、ステントは当該技術分野において知ら
れているとおりの種々の形態を有することができ、そして、たとえば、カットチューブ、
巻ワイヤー（又はリボン）、フラットパターン化シートをチューブ形態にロールしたもの
、それらの組み合わせなどから製造されうる。ステントは金属材料、ポリマー材料又は天
然材料から形成することができ、そして従来の医療グレードの材料、たとえば、ナイロン
、ポリアクリルアミド、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリホルムアルデヒド、ポリ
メチルメタクリレート、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリトリフルオ
ロクロロエチレン、ポリビニルクロリド、ポリウレタン、エラストマーオルガノシリコー
ンポリマー、金属、たとえば、ステンレススチール、コバルト－クロム合金及びニチノー
ル、及び、生体由来材料、たとえば、牛の動脈及び静脈、心膜及びコラーゲンを含むこと
ができる。ステントは、また、生体吸収性(bioresorbable)材料、たとえば、ポリ（アミ
ノ酸）、ポリ（酸無水物）、ポリ（カプロラクトン）、ポリ（乳酸／グリコール酸）ポリ
マー、ポリ（ヒドロキシブチレート）及びポリ（オルトエステル）を含むことができる。
【００１３】
　ステントは、当該技術分野において知られているとおり、一定及び／又は変更された厚
さを有する様々な異なる幾何形態に加工されうる。その幾何形態としては、多くの従来の
ステント形態、たとえば、螺旋巻きステント、Ｚ－形状ステント、テーパー型ステント、
コイルステント、それらの組み合わせなどが挙げられる。ステントは様々なパターン、た
とえば、螺旋パターン、リングパターン、それらの組み合わせなどに加工されうる。
【００１４】
　グラフトは当該技術分野において知られているとおりの様々な形態を有することができ
、そしてたとえば、チューブ、シートもしくはフィルムをチューブ形状に加工したもの、
織物もしくは編物繊維もしくはリボン、又は、それらの組み合わせから製造されうる。グ
ラフト材料としては、たとえば、従来の医療グレードの材料、たとえば、ナイロン、ポリ
エステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリビニルク
ロリド、ポリウレタン及びエラストマーオルガノシリコーンポリマーを挙げることができ
る。
【００１５】
　ステントは単独で用いられても又はグラフト材料との組み合わせで用いられてもよい。
ステントはグラフトの外面又は内面上に構成されてよく、又は、グラフトの内部壁構造中
に取り込まれてもよい。ステント又はステントグラフトは当該技術分野において知られて
いる種々のカテーテルをベースとする手順により腔内を輸送されうる。たとえば、自己膨
張型腔内デバイスは外部シースによって圧縮されそして拘束された状態に維持されること
ができる。シースは折り畳まれて、圧縮されたデバイスの外部にチューブが配置されたも
のを形成する。シース縁は展開コードと一緒に縫われて、「チェーンスティッチ」を形成
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することができる。拘束されたデバイスを開放しそして展開するために、展開コードの１
つの末端を引っ張ってチェーンスティッチを破壊することができ、それにより、シース縁
を分離させそして拘束されたデバイスを開放することができる。拘束しているシース及び
展開コードの縫い合わせは幾つかの様式で自己膨張型デバイスを開放するように構成され
うる。たとえば、拘束性シースは近位デバイス末端から始めて遠位デバイス末端で停止す
るようにデバイスを開放することができる。他の構成において、デバイスは遠位末端から
開始して開放されうる。自己膨張型デバイスは、また、シースが破壊するときにデバイス
の遠位末端及び近位末端に向けてデバイスの中心から開放されうる。
【００１６】
　拘束シース材料、シース製造方法及びステントグラフト圧縮技術に関する詳細は、たと
えば、Leopoldらに付与された米国特許第６，３５２，５６１号明細書及びThorntonらに
付与された米国特許第６，５５１，３５０号明細書に見ることができる。
【００１７】
　カテーテル及びハブアセンブリーは従来の医療グレード材料、たとえば、ナイロン、ポ
リアクリルアミド、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリホルムアルデヒド、ポリメチ
ルメタクリレート、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリトリフルオロク
ロロエチレン、ポリエーテルブロックアミド又は熱可塑性コポリエーテル、ポリビニルク
ロリド、ポリウレタン、エラストマーオルガノシリコーンポリマー、金属、たとえば、ス
テンレススチール及びニチノールを含むことができる。
【００１８】
　図面に戻り、図１Ａは本発明の実施形態に係る医療装置である。図１Ｂは図１Ａに示す
医療装置の一部の拡大簡易図である。
【００１９】
　図１Ａ及び１Ｂを参照すると、医療装置は一般に参照番号１００Ａとして記載されてい
る。医療装置１００Ａはカテーテルアセンブリー１０２、カテーテルアセンブリー１０２
の近位末端部分に配置されたステント１０４を含む。ステント１０４は内面及び外面を有
し、そして、複数のターンの波形要素１０５から構成されている。波形要素１０５は、た
とえば、リングもしくは螺旋パターンで構成されうる。
【００２０】
　ステント１０４は近位末端部分１０６及び遠位末端部分１０８を有する。遠位末端部分
１０８は第一のレッグ１１０及び第二のレッグ１１２を有するブランチへと加工されてい
る。
【００２１】
　グラフト部材１１４はステント１０４の周囲に配置されている。
【００２２】
　本発明の実施形態において、ステント１０４及びグラフト部材１１４は第一のシース１
１６及び第二のシース１１８により密の輸送状態に拘束されている。図１Ａに示すとおり
、第一のシース１１６は開放されており、それにより、図示されるとおりにステント１０
４の少なくとも一部を膨張させることができる。第二のシース１１８は図示されるとおり
、第二のレッグ１１２をカテーテルアセンブリー１０２に結合している。
【００２３】
　捩れ部材１２０はカテーテルアセンブリー１０２の近位末端部分から遠位末端部分に延
在している。図面において、捩れ部材１２０はステント１０４及びグラフト１１４の外面
に隣接して配置されている。捩れ部材１２０はカテーテルアセンブリー１０２に取り付け
られており、ステント１０４又はグラフト１１４には取り付けられていない。第一の末端
１２４及び第二の末端１２６を有する移動可能な要素１２２はステント１０４及びグラフ
ト部材１１４を包囲している。移動可能な要素１２２の第一の末端１２４及び第二の末端
１２６は捩れ部材１２０の遠位末端部分から外に延びている。たとえば、移動可能な要素
１２２は遠位末端から近位末端にチューブを通して通され、そしてグラフト部材１１４及
びステント１０４の近位末端部分１０６の周囲にループを形成している。
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【００２４】
　図１Ｂに示すとおり、捩れ部材１２０は矢印１３０により示される方向に回転でき、移
動可能な要素１２２に張力を与え、それにより、ステント／グラフトの少なくとも一部を
矢印１２８により示される方向に半径方向に圧縮させることができる。捩れ部材１２０は
側壁開口部１３２を有するように構成されてよく、その開口部をとおして、移動可能な要
素１２２の２つの末端１２４、１２６が走っていることができる。捩れ部材１２０はチュ
ーブ１２０の遠位末端を回すことで回転されうる。捩れ部材１２０は（矢印１３０により
示した方向と）反対方向に回転させて、ステント／グラフトを矢印１２８と反対方向に膨
張させることができる。ステント／グラフトは圧縮され、それにより、血管内の回転方向
又は長手方向の変位が可能になる。所望の配置が確認されたときに、ステント／グラフト
は膨張されそして血管壁に係合されうる。ステント／グラフトの繰り返しの圧縮及び膨張
は所望の際に利用されうる。ステント／グラフトは、また、捩れ部材１２０に与える捩れ
の量を変更することにより徐々に圧縮され、又は、徐々に膨張されうる。ステント／グラ
フトを最終的に配置した後に、移動可能な要素１２２の末端１２４、１２６の一方に張力
を加え、移動可能な要素を開放しそして抜き取ることができる。
【００２５】
　図１Ｃはステント／グラフトに内部的に配置された捩れ部材１２０を有する、本発明の
さらなる実施形態に係る医療装置である。
【００２６】
　図１Ｃを参照すると、医療装置は一般に参照番号１００Ｂとして記載されている。図１
Ｃの医療装置は図１Ａ及び１Ｂに示す医療装置と類似している。医療装置はカテーテルア
センブリーの近位末端部分に配置されたステント１０４及び／又はグラフト１１４を含む
。
【００２７】
　捩れ部材１２０はカテーテルアセンブリーの近位末端部分から遠位末端部分に延在して
いる。捩れ部材１２０はステント１０４及びグラフト１１４の内部に配置されている。捩
れ部材１２０はカテーテルアセンブリーに取り付けられており、そしてステント１０４又
はグラフト１１４に取り付けられていない。第一の末端１２４及び第二の末端１２６を有
する移動可能な要素１２２はステント１０４及びグラフト１１４をとおしてかつその周囲
でループを形成している。移動可能な要素は、ワイヤー又はポリマーを含むフィラメント
を含むことができ、ポリマーはフルオロポリマーを含むことができ、フルオロポリマーは
ポリテトラフルオロエチレンを含むことができ、ポリテトラフルオロエチレンは延伸ポリ
テトラフルオロエチレンを含むことができる。移動可能な要素１２２の第一の末端１２４
及び第二の末端１２６は捩れ部材１２０の遠位末端から外に延びている。たとえば、移動
可能な要素１２２は遠位末端から近位末端にチューブを通して通され、そしてグラフト部
材１１４及びステント１０４の近位末端部分の周囲にループを形成している。図１Ｃに示
すように、捩れ部材１２０は矢印１３０に示す方向に回転でき、移動可能な要素１２２に
張力を与え、それによりステント／グラフトの少なくとも一部を矢印１２８に示す方向に
半径方向に圧縮させることができる。捩れ部材１２０は側壁開口部１３２を有するように
構成されてよく、その開口部をとおして、移動可能な要素１２２の２つの末端１２４、１
２６が走っていることができる。捩れ部材１２０は捩れ部材１２０の遠位末端を回すこと
で回転されうる。捩れ部材１２０は（矢印１３０により示した方向と）反対方向に回転さ
せて、ステント／グラフトを矢印１２８と反対方向に膨張させることができる。ステント
／グラフトは圧縮され、それにより、血管内の回転方向又は長手方向の変位が可能になる
。所望の配置が確認されたときに、ステント／グラフトは膨張されそして血管壁に係合さ
れうる。ステント／グラフトの繰り返しの圧縮及び膨張は所望の際に利用されうる。ステ
ント／グラフトは、また、捩れ部材１２０に与える捩れの量を変更することにより徐々に
圧縮され、又は、徐々に膨張されうる。ステント／グラフトを最終的に配置した後に、移
動可能な要素１２２の移動可能な末端１２４、１２６の一方に張力を加え、移動可能な要
素を開放しそして抜き取ることができる。
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【００２８】
　図２Ａ及び２Ｂは、ステント／グラフトを半径方向に圧縮させることができる開放可能
ストラップを有する、本発明のさらなる実施形態に係る医療装置の近位末端の部分図であ
る。
【００２９】
　図２Ａ及び２Ｂを参照すると、医療装置は一般に参照番号２００として記載されている
。図２Ａ及び２Ｂの医療装置は、明瞭さのためにステント／グラフトを示していない図１
Ａ～Ｃに示すとおりの医療装置と類似している。
【００３０】
　図２Ａには、外側チューブ２０２を有するカテーテル装置２００の遠位末端の部分断面
図が示されている。外側チューブ２０２の内部には、第一の内側チューブ２０４及び捩れ
部材２０６が含まれている。捩れ部材には少なくとも１つの可とう性ストラップ２０８が
取り付けられている。可とう性ストラップ２０８はステント／グラフト（示していない）
の遠位部分を包囲している。捩れ部材２０６が矢印２１０により描かれているように回転
されるときに、ストラップ２０８は捩れ部材２０６の周囲にさらに巻かれ、それにより、
ストラップを「引き込み(draw in)」、次いで、包囲されたステント／グラフトを圧縮す
るであろう。ステント／グラフトの圧縮の程度は捩れ部材に与える捩れの量を変更するこ
とで制御されうる。可とう性ストラップ２０８の第一の末端２１２は捩れ部材２０６に固
定されうる。ストラップ２０８の第二の末端２１４は捩れ部材の周囲を巻かれることがで
きる。医療装置が標的部位で適切に配置されたときに、捩れ部材を矢印２１０に示した方
向とは反対の方向に回転することができる。この反対方向の回転により、ステント／グラ
フトが完全に膨張することが可能になる。捩れ部材の反対方向のさらなる回転により、ス
トラップ末端２１４は捩れ部材から「解かれる（un-wind）」であろう。その後、捩れ部
材を遠位方向に抜き取り、ストラップを取り付け末端２１２で引っ張って、第一の内側チ
ューブ２０４中に引き込むことができる。別の方法において、第一の内側チューブ及び捩
れ部材を一緒に抜き取ることができ、又は、３つのすべての部材（２０４、２０６、２０
８）を一緒に抜き取ることができる。
【００３１】
　図２Ｂには図２Ａに示したカテーテル装置の遠位末端の非断面斜視図が示されている。
可とう性ストラップ２０８は当該技術分野において一般に知られている様々な生体適合性
材料から製造されうる。
【００３２】
　図３Ａ及び３Ｂは、本発明のさらなる実施形態に係る医療装置の部分斜視図である。
【００３３】
　図３Ａ及び３Ｂを参照すると、医療装置は一般に参照番号３００Ａ又は３００Ｂとして
記載されている。医療装置３００Ａ及び３００Ｂはカテーテルアセンブリー１０２、カテ
ーテルアセンブリー１０２の近位末端部分に配置されたステント１０４を含む。ステント
１０４は内面及び外面を有し、そして複数のターンの波形要素１０５から構成されている
。波形要素１０５は、たとえば、リングもしくは螺旋パターンで構成されうる。
【００３４】
　ステント１０４は、近位末端部分１０６及び遠位末端部分１０８を有する。遠位末端部
分１０８は第一のレッグ１１０及び第二のレッグ１１２を有するブランチへと加工されて
いる。
【００３５】
　グラフト部材１１４はステント１０４の周囲に配置されている。
【００３６】
　ステント１０４及びグラフト１１４は第一のシース１１６及び第二のシース１１８によ
り密な輸送状態に拘束される。図３Ａ及び３Ｂに示すとおり、第一のシース１１６は開放
されており、それにより、ステント１０４の少なくとも一部を図示のとおりに膨張させる
ことができる。第二のシース１１８は図示のとおりに第二のレッグ１１２をカテーテルア
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【００３７】
　図３Ａにはステント／グラフトの近位部分を包囲している可とう性拘束スリーブ３０２
が示されている。捩れ部材１２０はカテーテルアセンブリー１０２の近位末端部分から遠
位末端部分に延在している。図中において、捩れ部材１２０はステント１０４及びグラフ
ト１１４の外面に隣接して配置されている。捩れ部材１２０はカテーテルアセンブリー１
０２に取り付けられており、そしてステント１０４又はグラフト１１４に取り付けられて
いない。可とう性スリーブ３０２は捩れ部材１２０に取り付けられており、それにより、
捩れ部材１２０が回転されたときに、可とう性スリーブは圧縮され、次いで、それはステ
ント／グラフトを圧縮する。分割もしくはリップコード３０４を有する可とう性スリーブ
３０２が示されている。リップコード３０４は二次チューブ３０６内に含まれたスレッド
又はワイヤーの形態であることができる。二次チューブ３０６はカテーテルアセンブリー
１０２の遠位末端から出ており、リップコードが二次チューブの遠位末端から出ている。
医療装置が適切に展開されるときに、リップコードの遠位末端に張力がかかり、それによ
り、可とう性スリーブ３０２を引き裂き又は分離することができる。可とう性スリーブは
なおも捩れ部材１２０に取り付けられているので、その後、可とう性スリーブ３０２はカ
テーテルアセンブリー１０２とともに取り除くことができる。
【００３８】
　図３Ｂには、ステント／グラフトの近位部分を包囲している可とう性拘束スリーブ３０
２が示されている。捩れ部材３１０はカテーテルアセンブリー１０２の近位末端部分から
遠位末端部分に延在している。図中において、捩れ部材３１０はステント１０４及びグラ
フト１１４の外面に隣接して配置されている。捩れ部材３１０はカテーテルアセンブリー
１０２に取り付けられており、そしてステント１０４又はグラフト１１４に取り付けられ
ていない。可とう性スリーブ３０２は捩れ部材３１０に取り付けられており、それにより
、捩れ部材３１０が回転されたときに、可とう性スリーブは圧縮され、次いで、それはス
テント／グラフトを圧縮する。分割ライン３１２を有する可とう性スリーブ３０２が示さ
れている。縫い合わされた分割ライン３１２は第一のシース１１６及び第二のシース１１
８に含まれる分割ラインと同様である。縫い合わされた分割ライン３１２の開放は、開放
コード３１４により活性化されうる。開放コード３１４はスレッド又はワイヤーの形態で
あることができ、二次チューブ（図示していない）内に含まれることができ、又は、カテ
ーテル装置ルーメン内に含まれることができる。開放コード３１４はカテーテルアセンブ
リー１０２の遠位末端から出ることができる。医療装置が適切に展開されるときに、開放
コード３１４の遠位末端に張力がかかり、それにより、可とう性スリーブ３０２を解き又
は分離することができる。可とう性スリーブはなおも捩れ部材３１０に取り付けられてい
るので、その後、可とう性スリーブ３０２はカテーテルアセンブリー１０２とともに取り
除くことができる。
【００３９】
　本発明の精神又は範囲から逸脱することなく様々な修正及び変更が本発明になされうる
ことは当業者に明らかであろう。このため、本発明は、添付の特許請求の範囲及びその等
価物の範囲に当たるかぎり、本発明の修正及び変更を網羅することが意図される。
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